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本資ﾡ ドイ ツ更行森本法のうちから及りﾡえ森林復 

合灰係めそのを抜挙して訳した。 本突料が ドイ ンに力け 

る森林御合事ﾡさ らには林楽経区ﾡめ理解の 一助 と な &ば

幸いごある・
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をドイッフライブル•グ大学窗学中の経移研先里中村三/街技信 

にた\し納意芝表ナろ・
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○林業における経済的な結合体設にﾡする法祥

/タィ年 7
/ocezduu2 cLc&. 夕&du子 レvむocイと&ccx
ZuammC7cんAi...e ノ Ca% F◇とdtcがcパズ

zpm 7 バ バア (RG-B2.1S. タみ)

>年針計迅の*行にする法伴 ( 夕う4年/

F/アゴ R6B2 .ノ5. P27) にしとづいて. つ 

ごの 上 う に規定す る.

s /
不甘と林林ﾡﾡ物の生起の大のためと. ドイ ツ経汗にたいすろ 

木林快 希の 龍保 の ためと. 云林ﾡ方ﾡの経済がの牧ﾡの だめに林 

a 合 (アoxtyecBino) (S>)と森紙生共同ﾡ合 (u&dwtutct- 

pnauenscAspt)(Sジ) 2っくり そしてﾡじ上うなﾡﾡのﾡ 

添立している 时休 を この法に以定するも"て改滋する こ とゲで

さろ.

s 2
s/のふ味に ういてﾡ林継勢 (Fout&otc&c) の価々のたぼ 

多く 力赃思 を共 同的に 実行する ( Pemucu P&cCen 2wrei化w) 

ために 抓堀の所行 者 は 森林組合 に ロ諾する こ とがてさる。総約 

な 强 莒 定 ( wンズeイッtシC～e ) (S3)の共 同的ﾡ 行は三 こには 

税定しない,

s y
ﾡ一的な縦営ギやその位の森林経せの処ﾡの茨目的で行のために, 

a合林 ( Gm..aewcパっ/イu一uパ....en ) のもどに林ををせ条め 

ることがてをる。ﾡ令林の林ﾡ○有着ﾡ林経せ夫 万 ﾡ合 そ4統 

する. ^

(/) 系祉合 には工 た系林ぼﾡ求同 ﾡさ と含めるこ とがてきる。



-3一

㈤ 森林福合 と 林経営※ 弓究合な ら びにそのﾡ着に所高しない左

#方有郡は。 上"者、大えの アu.o4an に 架よる ことが•で 

さ る,

• § 夕

永状合とふ林経ご夫原組合ば,公法に規ﾡするﾡ不の団体どこ 

る.

○林組合 の別誠にﾡする去年: /ピ3ケ月

7 m‘：
/zoc4u ど-&.ex cLe Bと6cしtn子 171 Foノモ2そ- 
pez2and4enu 2力八 7. ルe / 43 (R6B2.

ノ. 4 z»)

S と

林ﾡのﾡ有ド係やその他の法的京係は,ﾡ林社合と 示林経な共

同組合の旬設によ って 私とれない。 -

s ク
この去の大行と搭又のためには妥 を全 w 4 o...

^4,/そcoukt.u..roevcacんed..) は. 当ﾡ運大Eっ合ﾡみt と 

に 連 方山 林ﾡ長が充する。

5タ I
この法d2めカば. クの3年71 / Hからﾡする" 

(契者益)

※以下の電分は. ミ、てぷジに用いたﾡ女ては.Sな&夕α. ・ 

ル九 4 2&eムなe〜 Cutyeよcctと- ( このﾡはまた※部

が 【ボーランF〕 に も 行効 でめ る) とな って いる が. ア 

平に注版され た Dr. R . レル及3 編 ; Gxnzaz P. da
今 ア

「e〜そwとeイst 
ると. ※以下は ••…

なを訳がついて いる

の法標の乐に示とれている本法律条文

...ﾡてもってﾡ略されており. っ※の よ う

・ すなわろ. G-cgettataeeo

/o2 2 Awsxuaa.&ecaccイa (通用第脳 

ないもo) (A岩クダ_ シゃ ) . 

と2パ Mシ- 
I- ょ り 桜*

林業に おける経師的な 特各体側設に ﾡする法# 

(/タグ年よX7ゴ 々をタ2.Iぴ→ヌナ)に 

しとづいて. っごのようにﾡ定する。

S / 森林ﾡ 令の任病

(イv子&e～ cox 「oe#ozBindc )

e 森林初合は. 木材と森林刷産物の生ﾡの大のためと. ドイソ 

後 済にたいする 木材供鈴の 確係と. ホ林所 有着の経テカの姿の 

にに斜談するこ とがてﾡる。 森林ﾡ合の務はつごの とお'・ 

/ 木材と表林シ差ﾡの城抄と仮ﾡ

幺 木材貸#ﾡと木材城沙該ﾡの延設と継持

3 土砲と林かの改良

* ﾡ療ﾡその利刑とれていない土ﾡへのﾡ造林の実行

2 . 系林ﾡ議の処ﾡのま行

> 本林○経ﾡとﾡ芝にだい して十に女好をう けとﾡﾡな感氏

の任用

u) それ以上の任新・ 当該亜形大Eの合のもとにﾡし林功長 

ょ リ森抹 超合 に *特す る ( &.こなしい、)こ とがてさる.

S2 紅合K( メインなとedaa〕

v) る林ﾡ令の紅令は

7 .林地お工び岡造林予定処の所有着

2 桑林経営共ﾡ紅各およ びそれにﾡ似のな林済ﾡ者のu体

ゆ) u合式名ﾡにﾡ係する。 この名ﾡには合ﾡが持っている土 
もま た記ﾡす る。
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8) 資格ば. 紅合式が持っている土ﾡのﾡﾡ権を失うときにはﾡ林

麵告 に啸恳 する。蟠:お 相 擁失が 代理 す る：： とも で 芝 る。 その他ニ 

の資格: 上ネ林官方 ( イaイ.emn Foえたeんお～L ) の認可と 

指 令 ( 4eスクu ) によっての み旅 ¥すろこ とがごきる。 = 

この枚可はﾡ受なﾡﾡがある場合けにﾡせられる。 こ めﾡ可 

は・ 合格判ﾡ ( Au cAexaen ) によって浜林紅令の任新み央

同的矢行がん険 にさらさ れる ときにば存てきる。

5 利所 権有(&gwgよeccc火ムgな)

ネ林についての対深上の支ﾡガが所有者上 りの人にﾡして る

合には, 彼は未林所方才と ど しにこの法律や定秋の規程から 

ﾡ生する炎称&ﾡ行するために加入てきる。

3 株林復合の別ﾡ

(Bょ4.n2 こクル Feと.&c&-andイt)

() 本林価合は 当該糸林可有着。 森状経送犬Maなガ上ﾡ似。 

団休 (52 -())o半ケ)メ上とぶ時にまた当該土池の半分メ上が 

赤林点合のﾡ城に同ﾡ した と きに定ﾡの都可 によ っ て承立する .

) 森林封合は, 森林令0例援に力ってﾡﾡとれろず的が注萩。 

を令にけて述せられる場合に. 試告の河芝がなくても (/). 

定夜のﾡ々 (eu座o) によってﾡける二と ゲで、き る . 系林a合 

にこ然○全々てしってん立する-

() ﾡ隊的な経堂が別にﾡ係されるような林ﾡの有ﾡは. 従の支 

もに反して S/-(ハ)-7の非他的な目竹ボﾡ (auacん.&vccム 
Zwec&4caイonnuw) をっ た本林d合に念め る = とがて と ホい、.

) 緊 向がある 場合に a . (/),()の 者な ら Iに 肉 民ﾡ □認め ら れ 

たあ預と任称にまよって上級振林官方が次定する。

() A林紅合納設後は. さらに多くのﾡ係者が役K (S 2) ○許 

司！二 よって 加入 する こと がで 无 る. 上ﾡな林庁 ﾡ林紐台っ 

F的のﾡ立のたのにの支な合には. こク上 う なﾡ係着○m入を 

埼々する二とがてとる。.

ヨタ 定終 (Sarux)

(/) 定は. 本林ﾡ令とその紅合の合頑がこのﾡ祥と程のﾡ行 

によって※め られていない振囲においてのみ. ﾡ林社合とその福 

合京の権膚年2 制 す る ・

) 定款 は. とくにﾡ合の名称. 所 ゴ前を指乏する・ﾡは. 

知合のべあとをおよびﾡ合低と忠研にﾡする規定 (Botixuw) 

2認け. そして定款は. 合。益のﾡ合て今ﾡをﾡ定しェﾡ

合の解旅のガ合の資通令9対»合 定する ・

() ﾡu 林爲 長 は. 差みみ ﾡ料(んズ。2.〜ちwy )を企々する。そ 

ればﾡ合定依 の 安威 -されうる.

(P) 定数は. H漠業大動 ( Landc&exn*uんu ) ○永株上条系 

#ﾡ方によって:河され (5#一())かつ充々される (54-) 

J.定ﾡの改工は. 戸じ方法で認可とれかつ発令される。

s a合の 解ﾡ

( A6uu 子«。 i.ゼvex6wnCco) 

上桜系林官方は iﾡ末大及にし十たがって御合る解する。

(/) a合にんする全鉱客ﾡの今と肩ﾡに少く とも横ェガのがが所 

※に肩ﾡし またﾡ合のﾡ設する ゴ的の起京か実てあろガ合。

永1二は

) 公共のﾡ祉のﾡ歯から解ﾡがﾡてある場合

S7 t治 (Jと&otcaaexwy)
(/) u合は. 法ﾡ上のﾡﾡのﾡで言づからのﾡにおいて質ずす

る。 ・・ ・・

u) a合は 感Kと包令総会をﾡす。大さい紅合てはﾡ合てはa合 

お会の代に代議ﾡがさる こ しがてこ る.

(/) 買は.

よ 買 会 %～Cc4 )

ﾡ合のﾡ務を祐卒し ﾡ代上その他の乱ご出42代表 す

る ・

) 城Xは・ ー人"人町ち祉合長 (Yoxtcん) と次名の人 (その 

うちの一人はﾡ矛と理送する) から成る

い) d合及. ﾡ合総会またはﾡﾡに工ってﾡﾡるれ, そLて



X求六彦の可にし たがって上袋系林ﾡ方に よ っ て共可とれる。 

上妖な状1方が投可を"とめならば. ﾡ合ﾡ会と代ﾡては上級ね 

官が※めた切戸ﾡに新らしい包合長の選撃を行う。 こ のェ城 

が合法的に行ばないか た は次可が竹た になされないならば. 

州素策大迎の認可 によって上級 森林客方 ほ 選率な しに紐会長2 

る.

W) 級式はﾡ名から成りたっのて。 a合長細合造会のﾡ契にもと 

ずいて入リ の彼 頁 & 任命す る.

() 上ﾡなセ方は 役Kがまだ任命されておらず若Lく役ﾡが 

その政称のにﾡ支えのあるとき。 X茶大Eの承後一時的 

な役員を任命すること が でをる, 上ﾡ森林官庁山. ﾡ財が不適当 

ごめみるこ と ゲわか リュたは彼の救務2意っ「にりLたとをにば ☆ 

の任ぐした役X2ﾡ様な方表によ って常任する こと グてさ る.

§ ろ 在合総会 (c&aodotocodno:6w)

り ﾡ合性会2任務はこ数に域定する:

ピ 屈合学会は多敖法によ って沃定する,組合総金における組合質 

?世合は. t今にAする包今反の土地の大きさによ って及ﾡ 

とけろ:そしてそのことを定*においてﾡﾡする. 各ﾡ合は 

ヒレ-素そサっ, d令は投系坂の4上る もっ二とばてさない, 

5'。 代議員 (及ルルルルタ)

代談月は 復合のﾡ支に しがっ て 組合後金 に よ って 求められる 

代譲員 ほ多数決によ って決める。

5/ク a合受 (氏4注)

(り) 森林ﾡ合は, その径称を系たすために紅合ﾡから御合貢を撤集 

することがでそる, その上. a合ば劇与する紅合貴から信ヶの処 

夏のために犬した賞ﾡの支る来めることがてそる。 烈払額 (e- 

cイaズuoパotre) は-系 到 ( スwocイ&ちet) に F っ て#ﾡ 

すること がて モ る。

㈤ ﾡ合ポに ついてのﾡ合とﾡ々の祉合財のあいだのい およ ret 

合の女払いﾡ求については, 下復株林区庁がこれを※める。

() ネ林ﾡ合の出合受の支わい請求・ 市ﾡ村税とﾡじように欲集 

す4ことがてとろ・うおマ

S/- ﾡ3く (一とnnPdイuパena )

義抗制合 の 法 徳は,ﾡ合に たに い す る救新にﾡ ない 板合 負 にたい 

レてばy。。マ-グのが式て悠ﾡををめることがてきる。ふ /ot) 

,は). 口 通宣通用 さ+れる。

S 監督 ( AuPaこ ○イ )

v) 登ﾡは: この 法律の規程 と こ の 規程にもとづいて 発令 される" 
wxあし。こ攻が*され. 本林紐合に感している糸林が御合可

的にﾡ施じた管理をとれ。 そしてた 狭林 狙合 の 任寿 が漏たれ る

」うにﾡ合活跡とﾡ林経せのﾡ秘 を通じて型する.

ヒ) 丘冒は・ 下叙寺林宮庁によって実行される。

じ) 系電令が経営意理のためのにﾡ合の林求承ﾡ所長 (无;mユムタと 

t )を命する場合には. ﾡ野は上桜本林ﾡに上 っ てﾡに* 

される.

w) 本林ﾡ方は. 政督方に許された求制手段てもってその指 2々

行うことがてとる.

5/4 上縦意林官方 (おX。え&.スu0uじix4x)

V) この※ﾡの登ﾡにおる上ﾡﾡ林立は. 各におけるんc- 

LXイtイa2t (とondcPe..cz.mz ) てあ. wール逆方てに 

Rcictoeイoとじイa&イいt ・ 4そacmtac& て は (Lxcdcfevdaod): X 

プロイセン・ 上部ジュレージェンおよボンメルては O&es- 

dt (Levdoczそaズ) ・ 他の典リのロィセン方では ← 

adとfグヒ2イmパム4イ ・ バイ エルンブて は々子ビecuwuoが&イ ・ 

tのゼのて ビ と4de/o2otecuz2C である,

(ﾡ着益)

Peccta2そ4イそそcピイ。 ・ 28eプ2acdoz ば知承・ ZonLcoひexズ. 

andLooとイnム2イ ・ Csチビeuク子/oz4そxッt ・ Laa4sダtイいu- 
z&ty は ゼ株感()に 高.福台 す る。

() 玉林ﾡ合によ る林米点係ﾡﾡの所は上級再林Tのﾡ可をめ
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受とする。

5/夕 下 敍森林 官庁 (なFoxu&oイa&)

(/ このま伴ていう下級ﾡﾡ官方とは. 管内に未林ﾡ合ゲ所ﾡして 

おり若レく はその浜林紐合にゐする林の大部かがﾡ し ている 

客林発.( Foxta イ) そいう。ﾡﾡがある帰合 には 上ﾡﾡ林ﾡ方 

ケ・ との を林基が管為 す:る か を 決める.

ヒ 盒耀私 か協同疑の疑希 (元んcaな a.. Aeんa&uk...uo) 

ゲ将在していろﾡﾡにがいては」 下ﾡ系林官庁の任務は. 管内に 

浜休創合がﾡﾡしてお"ﾡしく は その 春抗組,合 に 氏する ﾡ林の大 

都分が所左し ていろ余極及分也肩体の林新ﾡに よ って代ﾡされ る. 

発自 が ある埸合に は, 上ほ表林セは州ﾡﾡ大ﾡの水認のしとに 

との林希斯邢管轄するかを決める.

じ) 上 皴森板名方は • 町体の上概ﾡ者官行とのﾡ解のもとに, た 

㈤に 指定したﾡにおいては州及求大Eとの合起のしとIに, Tな 

森林官疔 の任潮を増減団体 (6u8ccteんシwouacke*cot) に冬分す 

ろ2 とがてさる。

) ししも食ﾡか協月体の林務が方ﾡしている城にあいては 

本林ﾡ合が公方#。 私方林によって別ら れるとき 上ﾡﾡ林督方は

及*大EならZにﾡ与する上級監督ﾡ方の等用のも とに どの 

林務酋が管帽するかを次めろ,

(が者甚)

会ほﾡ分ﾡは(W訳招全画会権戸聖) は. /ダメ, タ 絵 

合釣戻* (林ボ, 画式*, ﾡ扱を令む) E林とL て縦定 された. 

「このﾡ休にはﾡての土ﾡ吹姿に対与する所有着 ﾡ着 およ 

び彼人ら 2結合L たものてこの協戸休のﾡﾡのかにﾡ立 し 

た本休都がめって私河林にﾡする指をに当っている」一林か 

主受林ボﾡに おけ る林野創友のﾡ要 Fイダユ。ノニュ ァ,; 

参照

5/4 前顧 (Bcocイwe～de)

の) 下祭表林ﾡ方」 会ﾡ分協同体林務所 (s ノター))お」疚 短
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ﾡ図の林務所 (S /ケ-()) の※定と変置にたいしては. この 

法体にあいて他に決めていないﾡリ において 2ﾡ向内にﾡ顧を 

行うことがてきる。 訴麻は上ﾡ本林官方が※定を字えろ. っ、て 
〔)

のﾡ定は系後的のものてある・ けれども紅合承と払額(S/

-))ならびにﾡﾡ (s /2) についての決定ほ. 上ﾡホ林Tﾡ 

が予がの登大なﾡ系のためにﾡﾡを許すかェたは年ﾡ対象のがが 

今 ○○マーク以上になる令には. ﾡ和行政式判所への許えによ 

って異戡を中し ることがてそる。
る )

(2).(/)の による決定を除き. 上袋森林官庁の決定と処 

【に対しては2通店以内に訴 ﾡ ゲ ・許される。 そのし立に

ついては連和山林角長 が抜終的に決定す る。
(ズ ﾡ 5主)
/)の2す, 前()の〔※) メ下を指す・

3/ク 費用 (Koaなen)
/) ・マ. 森林継合の創哉また解ﾡに協カオる回家様ﾡのが次 

者にたいする受刑および示林ﾡ合の監悟 (s /w に対すろ受所 

2支dする。

) 林ﾡ令の称の実行によって生ずるﾡリー打のK用は 未林 

a合が支もする。

s/J 森林紐合注令会

(ocoru～Aand メぶたこ〜 りdnux)

(/) 表秋密々つ幼凝によって通完される言的2店係するために. お 

林ﾡ合ヤ系林経を共刑ﾡ合な ら びに その両 苦 (緑杯ﾡ合と 緑林ぼ 

営米戸ﾡ合〕にﾡしていない森林所ﾡ着たちは. 森林名合道合会 

を声成するこ と がてとる。

口) 表林ﾡ合理令会のﾡ評の規支は. 当該連邦 大臣の令 意の もとに 

建郵山林屋菽が充令する。

S/P ﾡ存ﾡ林ﾡ合の改紐

(レmaZa&イun ペeoごcイxru4x% Foこイいと- 

&ance )

ﾡわの糸林ﾡ合とﾡ似のﾡの面体は. ごっ法の定によって
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政組される。改組の岡期は上級森林方 が決める。

§ ニク 程のﾡ行 (Pwtc4Pジtんuxoe?ocんvな)

この法催の欠行のたのにﾡ王なﾡ積は. 当該運大ﾡのﾡﾡクも 

とにﾡﾡし林号長がﾡ令する。

○未林ﾡ合の創故に 「する法がの第-の流行令 

/ ? ノ3 年4月 og

§ U/ 行 (ジェオン/イッ.)
この去社の効は ノタルプ年>ガ / h から 発 する ※.….

*下は用ﾡ田のﾡ上によ)状突のﾡいもの (前も林ボにおけ 

る経派的な結合休ﾡ線に下する法媒らよの採着さら爪)。

(e～.在 2 ○ビいとんたuフプo4080Lとw? み とる-
そ4プ ど4eと 

«れoっu . ルon
e B&そ2 ス加 o&なx

G ○ . u /ク4)

/アジ年すﾡ 7ゴ (々&P4.IS- 77P) 

の森林ﾡ合のﾡ誠に向するﾡ年 (アルル0) 

5eにもとづき. 内務大及ちよびﾡ飛 

衆業大臣の用超、のもとに,私はつぎのように 

※める.

I 森林ﾡ合の任新

( 4 "子 ペペe? と Cot 「②coじec4en4 )

(/) 森林ﾡ合はFルY0Sク -()におげられる目部の一つまには多 

次に立っ と 2 ろの任校を突行する ために制钱 さ ハねuな らない・ 

Z 木材.森林利度将の生医の僧大

2 ドイ ッを済にたいする経ﾡ力のﾡ

y ふ林所ﾡ看の経流力のﾡ化

) 大材と表林動ﾡ物の生たの増大は 主として土地と林分のび文 

のための優ずとﾡ造林の通な実行. 林求用接否の0ﾡ注. 森林 保 

授ﾡ置の大行および平戸的知謀のある財貝の任刑なビによって並 

tられうる-

め) なかんづく . 林ボ経芝的叫にしとづいて期にﾡした*材の 

すべてのﾡ全にして運切な吹ﾡビ販をおよび木材ﾡむﾡと木材ﾡ 

も教のための建哉とﾡ持が。木村 供給の旗保 に 役立つ. それヒ 

耳学にこの言的の求は: 通常また表林ﾡ様姓夏の実行. 本#の 

をど保のにめの向的ﾡのﾡﾡの所-上 っ て 促進とれ る.
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() 京争する本林ﾡ有着. 本林ﾡ合のﾡ教のさいに経汚力の強化

についてとくに考んせねばならない。 たしかに経済力の強化は. 

多くの場合には(2), ()にもとづく. 延正によ「ﾡ々の 

小本林済有者の給付能力 ( Liswwxん:y&ct ) ゲ小 さ い合 

槌 合の任務の実行 をまづ ず能にし かつ本質的に 改翳するよう な 

共戸的支行」によっておのすと生ずる。 しかしそれに対して. 

担合の活切から生する利用のためにふさわしいﾡ係べﾡしかっ. 

声有おたち が 彼等の経 演 的給 件 能方の限界を超えない とい うよ う 

なか> るRX に、便 2のa令受の司ﾡを係つこ とがﾡ受てめる.

じ この規定(4のzny)の老におりる志な州ﾡ 実管上の支配が 

の 品林に寓する森林所 汚考と問 益着(nチ&〜Lec&tシイaて あ る (Fルレ 

093). 町炎着(ZkoJよtauc&c)と刑益賀着(こと«tた)t刑そ叔着にXする. 彼= 
工ずを叔 (a/uメイrt夕d2ccんた )こもってはいるがしかし 林 奏次 (F。. 
?なピグてcそんンイれ) の ﾡ ﾡ ては い ・

6 森林組合の創設によ って. a令ゞの土の材ﾡと他の叔利区係 

は犯とれない(林ﾡにおけ る経ﾡや体合体剣様に ﾡする法年s u). 

こ の法様の 5 す に従 う とこ ろの公法に規定される起味ての運合て 

みる本林ﾡ合の冠決は 戸号する私有林の法ﾡな性る支えない、. 

私的な林業活動は.森林組合の創設によって朝限されないばかり 

てなく, とらにそのa合の創誠を優進する。

(7) 涙林ﾡ合の低々の任ﾡ(FYル05 / -(/)) をつごにのべろ。

ノ 木材の共月的生を(代振 集材,報出)と販売の目的は. 寸 

べての非新に小さい吹接力のろる木材およ び飯ﾡのため に適通も 

と森林 制 差物を招握し, また国K経済的にﾡもﾡ利な販ﾡに 

くこと となとわばならない. 版ﾡ木材受は, 共同的販ﾡか ら 

林師 密若が'自己 の 軽営に 世真な 量 を 除外 とれろ ことがてこる. 

このことは. だ方的阪をによって※められる 比較的小 量 の 您粗 

と末木( nんtん。4,) についてし戸じよ うにﾡﾡとれる。 

けれどもﾡ的には全木材償ﾡ登を常にﾡまればならない。

その他定款においてば共同的生産と販无ば.木材の全種苑と 

品ﾡに及ぶのか、たﾡっ たﾡﾡンるﾡに制ﾡすべ&てあるか
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2決めなけれならない。 共*戸的ﾡ走の考えが文行とれるよう 

なとさには. たしハにすべての利刑面をこ依てﾡをする3とは 

合F竹々( jccnなかy ) てあるか. しかしﾡ行においてじ. 

ﾡし当り特定の高局材理 ( /nddeeoot.c ) の 共 同 的 利用 から 

ﾡのるこ とが合言前々てある。

2 iyと木材供的謀係のﾡは. なかんずく木材を従央ﾡして 

用程とれなかったかエたは異常な優故を伴う動かと手陽でしか 

前ﾡとれなか ったﾡ林方が. 前ﾡ湿に彼立つ場合には火受 

てある. それはそれとしてﾡ林a合の透ウば. 飛梅の逆区と木 

村根も援備 を ﾡ ご埼に上 って殺立つものに付けること がて

そ る ・

上 主地と林分の改長の処置ては,Yくにﾡ迅とﾡ水工季,問ﾡ 

池,施活ﾡ. 商. 一場および 英鹿 工 亭(ルル")など*向薮

二なる。

火 周並林 と新規送林について の有益な実行およびﾡ林( cx- 

228) から斎状 ( HocCucEd ) えの転換 は 未林ﾡ合のとく 

に工受な 任務ぞ ある- これ ら の仕 事 森所有者官ガ によって天 

行とれうるﾡ合には. 承林故合は 市品通)の左ﾡと資場かつ 

有効な気行なかんずく小ﾡ林河有着に概ね大けているよう エ 

その彼の(acfecepunde )入危な原育を. 手引でど相ﾡによ 

って産ﾡ にし.そして ま た時 合 によって I ポ城 と 新 投 入によっ て 

攵持する.仕哥の改貝のためと労メカカの節約のためにハ'載,器具 

をMすろことu. また同じく森林部合の任務に父すう。

ﾡﾡﾡまたに利所されてい ない土ﾡえの並林々 ( かu-

zイ et ッチのとュイ. ) に さいして, 運ﾡ茶ﾡの

当該ﾡが京号する ことにな っている。

先 林ﾡ用ﾡ書の共万調し. 立地に通した樹ﾡ浜ﾡ・ 遣当 

成ﾡ点係.稚用舌旅の及場なﾡﾡし安全広形域いを成隊し.

愛を安に し. そしてま た形交林の造林を従ﾡし なけばな

ならない。
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近における林茶種詰のﾡ注・ 将統的に次する系受に 

たいして及好な資坊の被すが不足することのために. その部並 

が非術に団ﾡになってきているのて。 そこて緑林御合は さら 

に一層駐 ( Sanooeoot) 2認められている林木そのしのから 

の株及と互営面ﾡにおげる委面 2てな らない。

本林ﾡ合のこれら の称は ・ 種子ﾡﾡ場やﾡ畑をもっている 

本林所有者の磁をに上ってのみﾡ述づけ られる。

4. *林«残のんXの な かては •極物的な 雲の 支ﾡ(例えば認, 

人ェ受柄。注入),ﾡのをにたい す ろ 保護 (例えびﾡ), 系 

林火央にたいす る 安全館樣 (例えば防大病。 Xﾡ塔のﾡ置)お 

よな春林火災にたいする集田稼険の 加盟など が. くに本林ﾡ 

合の年税てある。

7 未林のﾡ宮と係諾のたのに十 クに救ﾡ を うけた 希 能な 豚 賃 の 

住前 は,なかんずく長林位合のすべての任務2有効に気行すろ 

ことを確天にし, そしてまたそな新京知数. 経令の林茶的 

広仕事を価々の者林所ﾡ書に各苗に処置さとせるのに役立つにち 

がい な い。

ﾡ任の取費が郷られない場合には 国ﾡ林. 団休ﾡ林. 私神 

林動新の系系は,答の承所主の月ﾡのもとにこれらの任務を 

列※的に受託することがてだる。 ・

林策 省 保城 貿 の任用 は. FレO5 /一)にもとづいて上 

ﾡ本林官庁のﾡ認を愛する.上な糸林官方は. 一般的なﾡすﾡ 

定にもとづいて, 紐合の活ﾡについてﾡ委なﾡ算が欠けている 

順員を十分に有能なものとみなすかどうかを次める。

*#有番1ﾡゲ十ケ に* 新をうけたにﾡ徒なしのてあるか. 

または低のﾡ林経営に十ケな人数のかつ十分に枚ﾡを うけたにホ 

ﾡな反下を従事させているところの不林ﾡ有着, FYV0s 

4一(3)にもとづいて. そのﾡ の 耐ﾡの も とにこれらの任新を 

すすめることがてきる。 上級浜林官方はﾡ林所ﾡ着の ずLおにつ 

いて , これに対する許ﾡがそ当かどう かを※める。

-19-

0) 御くのﾡ合ﾡ (7) -：T , 7にもとづく上リ 他の合には, 

杯林ﾡ合の任務にﾡ育係( u&etcieyt )である(例えば. ただ 

一部の 組合員 だけに世 立つ过 路 の建設の如 さ の場合 )。これら一 

切の用台のうち 投系ﾡば. 定素の規ﾡにもとイいてﾡをれ, 

a合ポ 支払いは. この海行々のm-し)〔 ノタベージ)にもとづい 

て規則 とれる. a合京が系林ﾡ合の新に無武係てろ るかどうか 

は, 上級 春林官 庁 に よって 森 族 組合の 創成 の さいのFY0s4 

-(力にし たが って上ﾡ浜林官方がめ られないか, ま たは森林館 

合目録( Focイvezよc,tddowuov子eicfi ) の -2〔 ノケページ〕 

○々1によ っ て 随話 されないﾡりぴは. 桜式ないしは 2wん4- 

"尸九 の収費 2もっﾡ倉てばﾡ合長がﾡめる。

() (7)一/から4工 て に国げた 任務の実行のため に, 森林派合

にとってとくに重受なこと. 常に量はれて従奪していろさ 

れた林業労う析の集町がﾡづけられわならない。ダ20本株 

においてこれら協作ﾡが。 存林所月着および似等のす物着たにちに 

よ ってﾡはさておき実行2ねばならない 場合て も. レかレその 

こと: ﾡ米経ﾡにおいて作ﾡが茶ヤするﾡﾡにに通うということ 

のたのに生する。 また本林ﾡﾡ着Yﾡるの方め着たちほ。 しば 

し は义裏な 専同 知識 に 欠 げて いる .

(/) 上 森林 ﾡ方は,受に応じてアVン0S ノ-(ユ)にしに 

がってそゝ上の任務 を 浜林合に歩す ろこYを逮し林長 

に報きずる。 これに対しては. 系林係綾休所Y他の公炎格社作用 

を 受全 に する ため 仍 特別 な 処 度 た と 之 ば砂 防 工車 加 なに. なだれ 

防止( 4 - 71ズ とautratoc4cuunpun ) の実行が所選!に 

な る.

(//) 囂爭 中は, 浜林仙合の創故にたい才るﾡ爆のために木材供始 

のn係がと く にﾡ受七前 点となる。それ と 同時に. 利用 とれて 

いた工たはあまりを分に刑とれていな い林ﾡえの適切ﾡﾡ ﾡ 

林もたﾡ裂ﾡﾡ題てある。 ・
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I 担4ﾡ

(/ あら6る才類の林におけるﾡ有看は, FルV0に」って」 

意ﾡ合の任新と交格が受求されまたそれのﾡ行のために発令る

れた爬程 が制限 苫 れ ない 限り ごは. 森林合のﾡﾡ ﾡすたりうる.

これに 信する セの不ﾡ浜林 (

周所有林, 炭末貸間体の芸林(

ルイueLocんd/イと und

アae*ntcそcfPそ.zSu子wt ) や 

4a4dwn子:?1 o Sーイwuッe -

»x夕Pみ2クnuacイoL.tc- ) を含めた私ﾡ.」

市町村ﾡ林および他り団休有林と戸請に口ﾡﾡてある。

) 私ﾡ林による暴林超合例械に当って もしし公の手にみる点 

林の位度と大きき,M裒とな評らは,そ,の森林を含ある. もL 

そうしな ければﾡ林祉合の 任新ば合言ﾡ々になリえない。 (4え

: 型々私ホ林と公共的な林にとって 杯注やﾡ殺ﾡのが誠お 

よ X 林英 题員の任用 は, 公共的ﾡ林の入によ っご完全に科刑て 

きる),

じ 市町村方林がﾡい比ﾡをめているﾡﾡにおいては, 私的およ 

ど公法上の本林所有 のも2の表林紐合の任務との福武点を秀えに 

ヘれて 赤林樹合は ーガて工ただ市町村ﾡ林について(ﾡ合 

よってはﾡ 河林2含 t)ﾡ設レ他方てはただ私ﾡ林についてﾡ様す 

るのか合目的々である。

I 森林 組合 の 别 設

V) 赤林紐合の創級, d合がすべての紅合買に大さなKﾡを頑は 

とない場合. 任務の 突行のため に 度要 な力があるかまた は 靜達 て 

とる場合 および禄林初合の着のﾡの受 ・ になる資当な林 

ﾡ有矛がいる場合にだけ行けれる。 細合長の人格は, 春抹組合■の 

成長のたのとﾡ合の任務のﾡ成のたに決定的に1受てある。* 

跨中には森林組合は, ただﾡ合の創械によ ってtﾡ的短期前にう 

«するに足るだけの及※がれる 合 にけﾡ設さとれる .

) 条林ﾡ合のﾡ設. まづﾡ一にFレ/0S 4 - ( / ) に工って 

日苗を志による例ず(/ucンZ2以y ぜノルタ )が行はれなけれ
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ならない。 これが武功亡すかつﾡ合ﾡﾡをﾡﾡする 日杯が他の 

方法ては並tられない 場合 にﾡけ. Fレル0s4-(2)にLた 

がってA合のﾡ設は取ﾡをセって ( ルた あむ。w.みe ) 実行される. 

の ふ林ﾡ合の範ﾡは. a合の任新が※毛の方まてﾡ行され. 幼 

力 が 合 日 的〃 に枚入さ れえ. ﾡ林ﾡ合と監督督ﾡが枚祉 ( i&wo.Ao 

を ﾡ市 し. ﾡ合演の翼と直当なﾡ内にﾡめる ( I - ( 4) )よ 

うに決められる. 森林出合の境界は, その任務のﾡ象または他の 

ﾡ契な理宙をば受と しない場合には市町村ﾡ (Gnointe保eな& ) 

のセ系を※ﾡすべ※てない。

ゆ) 表林紅合の創ﾡの方法について. 耐録/としてﾡ時されろキ 

姫に定( Ycイ-tacc4auny ) がﾡﾡされる。

" N を殺 ^ '

こ次は,FルY05よ一(ぶ)にもとづを耐ダ につけた耐 

録的な本定ﾡの二つのもののう ちの一つをま定にしなけ北ばなら 

ない. ﾡ本ﾡ称は. ﾡ合ﾡ坂の大きい 浜杯額 合に用 ( 2uerLkペ) 

てきる。 その定歌は. 系林ﾡ合の横ﾡとして継合の派部 狩都てある 

a合長とともに多教の役頁. 汨合総会 エ ら 次に 冶 帝に 大きい油合 ま 

たは冊別な引係ク 場合にはそれに加えて代掛乱を迎えする。 附 

による見本定報は.小さい組合民数の奈林組合に妥当寸る• 
・ 

この規合香林組合のボ演は. 額合長と銀会総会てある。

▽ ﾡ治

( 森林紅合は. 本林器ぎにおいて省治の庶則を実行すべそものて 

ある。この合のX町のもとては. 森林 用 対 所 は 定められた 規 呈 

の枠内て甘この玉任のもとに坂等の用件( Awc&pet&cxと=) を 

ﾡすべきてあるし. た所有着がﾡごの緑林とその任柄ならびに 

国 民 全休 のたのに. と全時に所有を旬すのためにXをの方法ぞ※ 

たすために. 共ﾡしてﾡ局すべさてある。

ロ 系林祉合からは, 未林組合近合会を相球すろための,ﾡ須ねに 

たいするﾡ救やぼを取とするにめの. 座報 を 方の 林東故 関で 関 

ﾡするための,そしてま に上袋系林ﾡ方 や泣形林ﾡ との*日作*
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のためにﾡしたような片業劇係幹着 を澄出 しなければならない.

じ) それゅえ森林ﾡ方は. 初合長や般員よりも任務にたいして実行 

ガと力がありかつ声心をもっている本林所有看をﾡまた区任 

あする方付にﾡ力する. 浜林官方またその代りに. 組合裏が甘 

塗会. 系林初奈のﾡ征ヒ林業的月ﾡ斉および林業政策的向題に上 

って本ﾡされるようにﾡ息されねたらない。森林組合の編合区 

のため仍林業的师点 ( Fext&ccイe Lェイxハze )についての令 

は, 数後の時代にたいして は保管 する.

WI

り 本林紅合の▼務ﾡ型とﾡﾡは。 簡球に取扱はれる。 それがため 

に私ば これにたいする方針ﾡの授示を行はない. 市切な方法が 

時商向の経番内に政所されねならない。 信々の地方( カルル3幺 

マルチ" お今 )ては. ﾡ々な様式の力法がすてに行れている」 

その方法はﾡしく 割ﾡされる系林祖合の場合に も面用てる る。

() FレY0s2-( ノユ)にもとづく去林を合ﾡ係. 報告るま 

たはカー Fの形式てて るだけ簡ﾡに休作られればならない。 

2, 名と所

・ b, ﾡ合頭の所有すろ土ﾡの名称と土地の大ささ

C. 額合買がﾡ合にﾡ係している任務

d, な数

ﾡ林ﾡ合宮発図 ( Kate d アむo8wnpc&cct ) が そ の 旨 

に附け加え られねばな らほい。

じ) 組合も会 (Fレル05 ?- (2 ) )にたいすろﾡ々のﾡ成貢の 

振系数は。一定 の 面領 每 に一衆 か’ 属 する ように(W uuc &t- 

amtte メょcイcnuctnんedt ewte Sイルueノな2と ) 定家めなかにw 

ﾡにとれている。各御合 東は, 少くとも一ﾡをﾡしかつ全桜緊さ 

のを※えてはならない。

W a合*, 支払ﾡ 手数料

(/) ﾡ合氏の合1(FYル0S ( / ) 一/る)工. 毎合の 

任務の欠行に際したほﾡによって生ずる経ﾡの支のためにm
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いられろ. それ らは 基礎組合慢 ( 6und&cutaシc ) お よ び特 別 

a合ﾡ( S.はeなaye ) とし七 徴 收する こと が で芝る。

じ) 基産額合費. 系林ﾡ合の一般的な活動のために依吹とれる。 

基産ﾡ合徴は, 適常音秋列によってﾡ当てられ. なおまた 風々 の 

担合ﾡに対してはﾡ合ﾡの森林のﾡﾡにも と づいて段育をつけろ 

ごとがて2 る。 ﾡ合貝が紙合のある任務に戻手しない ときには: 

ﾡ座を合数それにﾡ応じて低く レなけれな らない・

び) 列御合支は. その都及その一都のﾡ合ﾡにﾡ行される特列な 

作大の孫用にたいして微吹される、 それゆえ特別ﾡ合*. ホ材 

またﾡ林訓左ﾡつ木性材. 木材の阪ﾡ, 遗林王たは林道その

ﾡﾡの行どに域ぜられる。 特別ﾡ合ず不法材とイ 

#(各フェストイ - ターで) よ たは 販売收入 (パーセット ) 

ってかまたは支払ﾡ(次の ( 4 ) ) のための加算ﾡyして<

に 木

i ご よ 

ao

2u c6 み ア e とイaイCw1子3ペetz &みxi )当てられる,

ゆ) ﾡ松報(FYY0S / /( ノ) -2, 2 )は;ﾡ合がだ令 

ﾡのためにえ た胡合ﾡ優人のために笑行した 列 " 作 ボに た い 

する直的で用の女折(例え木材奴た. 並妹.お数ず故作ﾡ4 

の 立者 徴用( eauu2aye Koute～)に彼ほれる。 それは 

○組合貫のたのにﾡした桜用の大ささて微され. 王たじ面。 

糸林ク信ﾡ( 例えば水L塔設又の場合 )にもとづきまたは償々の 

ﾡ合Kの利迷 (例え ば株道建談の 場合)にもとづいて 商表に$ 

をてる ことがでさ る。

(5) 糸林組合, 非細合ﾡの役に立つようなﾡ付にたいして非紅合 

Kから千復料をとリたにてることがてきる。 それけ次クようなもの 

てある。

2. アチの介千&称(な〜てu.,タ・&uんn ) (ゲえピ炎同 

的ホ材取をの場合)

b, ﾡ合が非ﾡ令ににい してﾡ分 を行ったとるの非出合貢のﾡ代 

ﾡ(例えばK千のための木林搬のﾡ行)
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○. 担合がその経令Kにﾡす許可をの発行のためのﾡ理的干«科 

(例えばを 果. 策果. そのこのﾡ取. 並声の利用のために)

7 ﾡ督の防成

() 本林官方は. FYY05 /ゞにしとづいてﾡ々のﾡ括どならん 

で組合の 助成をも実行守る,系林所ﾡ 看 の 動放の ための父授取会 

協ﾡ公の叔利は: /タジラ年夕ﾡ /タs(アバB』.Fv.5.2s2)

ノグ。年 5ガ4ロとジF?サの (夕/タメ.Fv. S./ッッ) お上 びノッ 

/I 20H (マル族. 尸y. S.フッ)によ る 連邦 山林 局長 と 澤 郢 裂 

業大ﾡおよ w公ﾡ忘分ﾡ万体ク 琴ﾡとの 芸 司指令 (Pnueoxn.. 

けuッxdiuれon)!ニよって 制限 されないﾡリ. ラ 3年み月 パ ロ の
4 (银 着 シ)

ﾡ取分ﾡ万体の ﾡ定的根ﾡ に 関 する法伴に 上 って犯を れ よ い- 

(訳着経)

合者え的A橋にﾡする※伴の容については,方一主受林 

糸各重にあける林野創ﾡの概要ドイ"→ッJ- > -シ 

念点

) 未林組会○効系的な動成 森林官方の立帝2-つてお 

る. それは会ほ反分が月体ク形ﾡとだ4面体のﾡ桜管方とク家 

なボ係のもとによ行これる- 寿林官方 と 林征合。 あいにの炎 

T共Fﾡに Fってのみ,小神所ﾡ ﾡの要 かつお続討なあ方 

ほこせられる. 功成を及功させるために。 根林ﾡﾡ着のﾡE 

うること, 彼等が※めた 置の受性を納得するつと, 市任る金 

該したにり活流な切ガそ行うこと. そういうことがうまくいく こと 

ゲ*文竹に型こである。

じ) 監ﾡと前成の実行についてﾡ林ﾡ方は。 本林が個べの所ﾡ看 

ために 立つところ の特別の目的 &考しなければならない。 さ 

林ﾡ合に,ﾡ合のﾡ動。 ﾡ称・ 総会の活な戸号(〜。ん..イ～o 

に 工 って. また彼貝と紅合ﾡﾡﾡの変らない補合によって他 合 

動の督部てかつ活功的な登以2促進すべ2てろ り. そして まrにm 

音と移家によってそれとAﾡにの力, 桜城力. 舉具,種チ. 穂 

話の試のといのﾡ行ガのあるﾡ功によ って. 本林ﾡ合の件事を
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支ﾡしなければならない。

ゆ) 本林ﾡ合の行為についての緊議山, てころﾡリ爲部的督部によ 

って受ならば欠ﾡﾡ分ﾡ戸体岩はﾡ司ま たは団体のﾡ管督方の 

旅解のし.と に 処更 される.

() ﾡ林官方は。役员の会合. 紅合諾会および合ﾡ下の会合に 

ﾡ係する叔利を有する。 それ上の叔利は. FレY0とその定ﾡ 

の遭ﾡハ ら生ずる。

) 々長ﾡ分協F体の林務所や地方田体(Gc&cな&coイ) 
○林帝所え下 ﾡ林官方の任務と移音する こ とについて, 上#浜 

林官点と法#て来めら れたﾡﾡ t たはこれらの林新ﾡク全督官方 

広わいだに 意見ねー致 ( と4&しこeatitmw- )がみられないとろ 

には, 連邦 山林局長ば連那農業大 臣,連邦内務大臣の恭解の.たと 

= ごの務所が管務す る か を 求め るら

(7) もしも条林在合が田休戸林たけからボり立っているならは, F 

バン0にもと づいて上ﾡ浜林官方のﾡ定に 沖ﾡ末大E のN3が場 

定されているようなあらのる場合に..州ﾡ求大Eに代って回 .ホ ? 

上ほﾡ官示が会 じ方去て対与せればならない,A朴祉合が私方 

と回体有林とか ら成り 立 っている場合には. 面ﾡり上紙監番官 

方がX業大度と どもに全レょう に向与せらればならない・

IXあ願 ^

FYV0ま たは全姫令に もとづいて. 食任ﾡみﾡ戸体また山団休 

の監督官ﾡに感するﾡﾡが肩歩せIならないﾡり. 腐の決定 

のさいには , 段ﾡ(tなe なとc) ごば州X業大 亜工 たに, 

国体の笑野官声が 工た上食時(ceこtStAc)ては注新ﾡボ 

大 Eまたは運形内務大彦が全桜に頑与せねばならない。

X森林御合 合会

森林纽针連合会 (FrYos /)は. まず壊方的な 森林超合が 

克介な 範囲 にあいて成立 するな らば創誠さ るべこてある- 本林a合 

足 合金の 創 設 は . 特 別 令(&cooxCuze, 4vo～duwz )によって 

成納 される。
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XI ﾡ存本林紐合の改缶

ﾡ海のふ林組合またほﾡ似の面休の新法に も と っく 6林ﾡ合えの 

改紙は 特引の法律に よって規刷とれる。
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○系林超合の創設にﾡすろ手続規程

( /&wイしこt0czd42uプ子 ノン cce タじ4du8 マ
F oxoイ&28ら,ル cC。 九 )

L 古意もによ る別ﾡ

( 元ャccwt4&PE タェとcプ )

⑺ 赤林組合の別ﾡの桜奈各N与各林所才#: 各ぶよ系林経営 

共月組合など(Fレレ052-(2) -/ 2). 用与田 体力

監督ﾡ庁. 林紐合の管*区の当ﾡ火父oな&a..cruん〜工たは
Xボ大ﾡ. Fレレo5 /ダにやとづく食桜点分協店休もしく 

林ﾡ林の林務所によって. 上ﾡ系林官方にﾡさせる。

o 桂栗は, てさろﾡり次のような事爪2合じべふてめる, 

a, 点係森林所有着およびそのﾡ着の林ﾡの大ささのをﾡを門

, た行町r村別の本林基合 0管ﾡ区度

b. 森林組合の 任務

c. ※用の調達

•牀善令 份 智整図 は,< きれば向ﾡにな る 本ボ八ごへ2つり 

えるべきでろる

G) 上ほ本林官方u. 林額合のﾡのために 委 具 を任命 す る・

w) このそ則は. 比皿我ュム/ィんルt ま にIは 場合によ っ ては戻係面 

体の 笈 铮官方 の 諌解 の も とに劇係本林府有ﾡセ-ﾡに地方がに段 

※レたﾡﾡしたりす る こ とに工 って 森林組合刃制譲 に fたい 

る罰 恨 があ伉レている か・ 浜林紅合とのZ承を合日的々にﾡ合 

すべさか, どの糸林市有ﾡヤどの林がその組合に及すべとか, 

そ してた長用はどのようにﾡﾡされるかを確定する。 そﾡは 

«ﾡ的な系林起合目係 ( FレVの新一の施行令四- ( 2 ) (う) 

2城Kめのﾡ法を仲った報告ﾡの形式て作/). 式た定称を立案丁 

る・ ・

) 次に&Kば. 2立向のﾡﾡの別立役会を召条し, そしてムn& 

a&t, Kuct&xueuとuc な らびに千林組令のﾡ設に成係した取ﾡ
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「招く .

) a立送会は. 委頁によって司会されその会はっごの二とを諾夫 

するっ

4・ 株杯ﾡ合のﾡ立および恭林令ﾡ録

p え察

c. 紐合長のきﾡ

d. 銀合長の代弘着の任命のための堤末

2・ 段員が多歌のa各時のうろから炭り立になければならほいし

きは a合受外の役浜任命のたののﾡ末.

き氏にこってられたえ次案つﾡ定い 家玉によってセいら 

れる・系にといしては, 定の 展 条 故 であ る が, そクﾡ の 卅 人 

てど会てﾡ定しﾡ合F 氏のﾡ亭が決定的ご Pろ。

の 総会に,a合ク紀臣.ほ務をま たは 終耕 後 に みい てﾡ系の 

今についてﾡたなﾡ決が行広われねばならないとい う こ z 出 法法 

レうる

の) 創立台会のが承と求がu 委頁によって送辛されろ。その原 太 

に_回合のﾡ扱にほ及した組各ほに工っ て※名されねばらい、

) う氏』・やぬ会びらびにﾡ合『係。定秋, 締令行務dにつ、 

てり草宙を上級森林宜弁に提出す る。 上な浜林区方は. 卅区東大 

良のか つ場合 によ っては戸年面体の上ﾡﾡ督督方 ○戸をの しとに

4. 乏次のま

, ﾡ合長の試可2行う

この 裁 可の拒否 のためと 場合によ って 仮りの役 の命のために 

は. FVYosよ-(3 ) ( タ)が•関係 する.

(/o) 定教の誕可によって系称ﾡ合ﾡ設とれる. 組合刀制裁は 

ﾡ方的に告示するためにその旭方て一級にﾡまれて いる 新曲 (.- 

イ0と4&cABPatな)に公示とれる.定萩とﾡ合耳ﾡは. ボ体市 

町村にわいては運ゴにわたって皮ﾡに咲される。 魔ﾡは, そっ 

ﾡ方て普通に行はばれている方法で行はれる。

I 取枚によるﾡﾡ
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( 8.&d Yoz Ant。 ・〜Pパ )
の) Iの処峯によって首由ﾡ志による創設が達せられないﾡ合には. 

そして た系林ﾡ合の経合ﾡまの追求される目1の 注成のために上 

叙早林ﾡ方が部合の ﾡ凝が祭条件に受てあると判断し そレて 

またそのﾡ長がFレYOの第一のﾡ行令I- ( 7 ) によって与え 

られているとき 上級 森林官庁 は. FレY054一(2)にもと 

っ、定ﾡの発令によ っ て、森 林在合をﾡ該する。

o 上級お林官庁に. 川 農業大臣および場合によ って は周立团保の 

稼留 宮 弁 の 合意 によ って,森林俎合自鋒を作り, まに定みをﾡ令 

する, 森林さ令は定ﾡのﾡ令によ ってﾡ減される- a合り別がは。

方ﾡに ま示するた め に その 出方 で一 紙 ご支れていろﾡ励に公 

示とれる, 定秋と組合日録は. ﾡ係市町において2当可にわ 

って反ﾡに供これる。向ﾡはその地方てﾡに行れている方法 

て行われる ・ ・

u) 上ﾡﾡ林官方クを財. 2通戸のﾡ阪てﾡ/ゴのﾡ合だ会をヨ

紙レ そして La.dtr. 火u心&au../aんu な ら 次 に ? 林 み” ? 

州ポに 店今したﾡ貝をﾡ、,

ゆ) a合総会は, 番ﾡによって引会されその会はつこのこと&悟決

す る ・

a. 海合長の透4

b. 銀合長つ代理者の合に肉する従案

○,彼ﾡか多ﾡのﾡ合求の う ちから成立にければ ら ﾡいとを 

は. 担合長外の彼其の命のための条

投果にかル して は • 定款の 現 程と a合目ﾡの披系数が立用 さAる。

() ・貢は. 福合お会に同するﾡﾡる半ﾡしそしてそれる上ほﾡ 

. 片 に提出する. 上級森林宮弁は. 州X末大E. ル合に上っては 

ﾡ係団休の監督官方の戸ﾡのも と にa合長 の 裁可 を 行う。

このﾡ可ク否と場合に工 って仮の式 の任命の にウには.

Fレy05よ-(). ( ) が点係する ,


